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徳
島
県
告
示
第
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
小
松
島
市
芝
生
町
店

所
在
地

小
松
島
市
芝
生
町
字
網
干
四
四
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

福
岡
県
朝
倉
市
一
木
一
一
四
八
番
地
の
一

森

竜
馬

ア
モ
リ

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

福
岡
県
朝
倉
市
一
木
一
一
四
八
番
地
の
一

森

竜
馬

ア
モ
リ

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
十
月
一
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
二
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

五
四
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

一
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

六
・
九
六
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

間
）

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時



で
き
る
時
間
帯

間
）

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

二
箇
所

車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
一
月
三
十
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
小
松
島
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
九

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
小
松
島
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供

す
る
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
土
成
店

所
在
地

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字
御
所
屋
敷
の
二

二
三
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

福
岡
県
朝
倉
市
一
木
一
一
四
八
番
地
の
一

森

竜
馬

ア
モ
リ

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

福
岡
県
朝
倉
市
一
木
一
一
四
八
番
地
の
一

森

竜
馬

ア
モ
リ

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
十
月
一
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
四
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

五
八
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

八
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

六
・
九
六
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

間
）

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時



で
き
る
時
間
帯

間
）

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

二
箇
所

車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
一
月
三
十
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
九

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す

る
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
西
新
浜
町
店

所
在
地

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
六
三
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

横
山

英
昭

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

横
山

英
昭

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
十
月
一
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
一
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

六
〇
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

二
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

一
三
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
九
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
十
時

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

で
き
る
時
間
帯

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

一
箇
所



車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
九

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
四
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
交
付

し
た
旨
の
通
報
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

飼

養

者

種

畜

証

明

書

番

号

家
畜
の
種
類

品

種

毛

色

名

前

等
級

住
所
又
は
所
在
地

氏

名

又

は

名

称

三
二
二
三
六
〇
一
〇
〇
〇
一

豚

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

褐

ビ
ッ
ク

ユ
メ
サ

二
級

板
野
郡
上
板
町

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支

ク
ラ
エ
ー
ス

ト

援
セ
ン
タ
ー
所
長

ク
シ
マ
チ
ッ
ケ
ン

一

〇
四
〇
｜

〇
一

三
二
三
三
六
〇
一
〇
〇
〇
一

同

同

同

ユ
メ
サ
ク
ラ
エ
ー

同

同

同

ス

Ｄ

ト
ク
シ

マ
チ
ッ
ケ
ン

二

〇
七
六

〇
一

｜

三
二
三
三
六
〇
一
〇
〇
〇
二

同

同

同

キ
リ
シ
マ
〇
〇
四

同

同

同

ナ
カ

コ
ス
モ

ス

コ
ス
モ
ス
｜

二
二
一

〇
六
四

〇
六

｜

三
二
三
三
六
〇
一
〇
〇
〇
三

同

同

同

キ
リ
シ
マ
〇
〇
四

同

同

同

キ
リ
シ
マ
〇
〇

三

コ
ス
モ
ス
｜



二
二
一

〇
六
五

〇
六

｜

三
二
三
三
六
〇
一
〇
〇
〇
四

同

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ

白

ド
ン
ホ
ル
ム

ク

同

同

同

ー
種

ラ
リ
オ
ン

ト
ク

シ
マ
チ
ッ
ケ
ン

九

〇
二
六

〇
｜

一

一
一
五
五
一
二
七
九
八
三
九

肉
用
牛

黒
毛
和
種

黒

藍
美
津
平

同

同

同

一
一
五
五
一
二
七
九
八
八
四

同

同

同

阿
波
幸
久

同

同

同

一
一
五
一
〇
一
八
〇
〇
〇
八

同

同

同

幸
美
桜

同

同

同

一
一
六
〇
六
九
四
七
七
八
二

同

同

同

陽
美

同

同

同

一
一
六
三
六
八
四
〇
四
五
九

同

同

同

剣
桜

同

同

同



徳
島
県
告
示
第
九
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
み
よ
し

町
長
、
勝
浦
町
長
、
石
井
町
長
及
び
神
山
町
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

東
み
よ
し
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
西
庄
字
榎
佐
古
、
岡
田
、
三
歩
一
、
土
久
保
、
友
竹
、
浪
内
及
び
絵
堂
、
中
屋
、

日
浦
、
樋
尻
川
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
西
庄
七
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
郡
東
み
よ
し
町
西
庄
の
一
部
（
西
庄
七
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
毛
田
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
毛
田
十
三
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
郡
東
み
よ
し
町
毛
田
の
一
部
（
毛
田
十
三
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

３
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
昼
間
字
井
ノ
神
、
坪
井
谷
、
円
福
寺
ノ
上
及
び
シ
ル
ク
ミ
、
前
山
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿
（
前
山
三
地
区
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
好
郡
東
み
よ
し
町
昼
間
の
一
部
（
前
山
三
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

二

勝
浦
町
に
係
る
地
籍
調
査



１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

勝
浦
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

勝
浦
町
（
生
名
五
地
区
）
字
鷲
ヶ
尾
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

勝
浦
郡
勝
浦
町
生
名
の
一
部
（
生
名
五
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

勝
浦
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で

㈢

成
果
の
名
称

勝
浦
町
（
坂
本
一
地
区
）
（
字
稼
勢
、
字
鍬
ノ
先
、
字
鶴
ノ
休
場
、
字
峠
谷
、
字
長
内
、
字
東

平
、
字
二
ツ
石
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

勝
浦
郡
勝
浦
町
坂
本
の
一
部
（
坂
本
一
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

三

石
井
町
に
係
る
地
籍
調
査

１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

石
井
町

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

３

成
果
の
名
称

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
天
神
の
一
部
及
び
南
島
の
一
部
（
高
川
原
三
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地

籍
簿

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
の
一
部
（
高
川
原
三
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

四

神
山
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

神
山
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度

㈢

成
果
の
名
称

神
山
町
（
阿
野

字

長
谷
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
阿
野
五
）



㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

名
西
郡
神
山
町
阿
野
の
一
部
（
阿
野
五
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

神
山
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度

㈢

成
果
の
名
称

神
山
町
（
神
領

字

南
上
角
・
本
上
角
の
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
神
領
二
十
七
）

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

名
西
郡
神
山
町
神
領
の
一
部
（
神
領
二
十
七
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
二
月
八
日



徳
島
県
告
示
第
九
十
六
号

令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
（
解
除
予
定
保
安
林
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た
件
）
は
、
令

和
六
年
二
月
二
十
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純



徳
島
県
告
示
第
九
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
脇
町
字
北
星
八
の
四
、
二
四
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
九
十
八
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
者
の
営

業
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
許
可

番
号株

式
会
社
茜
ホ
ー
ム
ア
シ
ス
ト

徳
島
市
川
内
町
沖
島
一
○
九
番
二

代
表
取
締
役

武
田

圭
司

徳
島
県
知
事
許
可
（
般
―
○
二
）
第
七
〇
六
三
九
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

徳
島
県
内
に
お
け
る
建
設
業
に
係
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
も
の

２

期
間

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
茜
ホ
ー
ム
ア
シ
ス
ト
は
、
屋
根
瓦
な
ど
の
塗
装
、
修
理
の
訪
問
販
売
で
不
適
切
な
勧
誘
を

行
っ
て
い
た
と
し
て
、
令
和
五
年
九
月
二
十
七
日
、
四
国
経
済
産
業
局
か
ら
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
訪
問
販
売
に
関
す
る
業
務
停
止
命
令

（
三
月
間
）
を
受
け
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

名
西
郡
神
山
町
阿
野
字
南
行

者
野
四
九
番
一
地
先
か
ら

旧

二
・
八
〜
四
・
〇

一
三
四
・
三

１

同

神
山
鮎
喰

２

六
〇
番
四
地
先
ま
で

新
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